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「１３０万円の壁」対策に関するＱ＆Ａ 

 社会保険の被扶養者に係る「年収の壁（１０６

万円・１３０万円）」対策が始まりました。このう

ち、従業員１００人以下の事業所で働く場合の「１

３０万円の壁」に関する措置（事業主の証明によ

る被扶養者認定の円滑化）は、次のようになりま

す。 

◆Ｑ＆Ａ 

Ｑ.「１３０万円の壁」に関する措置は？ 

Ａ.パート等の被扶養者が年収１３０万円以上（６

０歳以上などは１８０万円以上）となる場合、人

手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入

変動である旨の事業主の証明を添付することで、

健保組合等の円滑な被扶養者認定を図ります（連

続２年が上限）。 

Ｑ.この措置の対象となるのは？ 

Ａ.社会保険の被扶養者（新たに認定を受ける方も

含む）が対象となります（配偶者に限られません）。 

Ｑ.「一時的な収入変動」に該当するケースは？ 

Ａ.例えば、＊他の従業員の退職や休職により業務

量が増加した、＊受注が好調で業務量が増加した、

＊突発的な大口案件で業務量が増加した、などです。 

なお、基本給の引上げなど今後も確実に収入が増え

る場合、一時的な増加とは認められません。 

Ｑ.「事業主の証明」はいつ、どこに提出する？ 

Ａ.被扶養者の認定及び資格確認の際に、被保険者の

勤務先を通じて健保組合等に提出するため、被保険

者は収入確認に合わせて、被扶養者を雇用する事業

主が作成した証明書（様式は厚生省ＨＰから入手）

を取得することになります。 

Ｑ.事業主証明を提出すれば、必ず被扶養者になる？ 

Ａ.雇用契約書等も踏まえて総合的に判断するため、

必ず被扶養者に認定されるわけではありません。 

  

相続土地国庫帰属制度で初の土地引取り 

 相続等によって取得した不要な土地を一定要件の

下で国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」が本年

４月２７日から始まりましたが、８月末時点で８８

５件の申請があり、審査を経て承認された土地の引

き取りが９月下旬に初めて行われたようです。 

 本制度の申請は、相続や遺贈によって相続人が取

得した土地であれば農地や山林も対象となりますが、

＊建物がある、＊担保権が設定されている、＊土壌

汚染がある、などの土地は対象外です。なお、申請

時に審査手数料（一筆当たり１万４千円）、承認を

受けた場合には負担金（原則２０万円。市街化区域

等の土地は面積に応じて算定した金額）の納付が必

要となります。 

 

 

 

 

年末調整等で必要となる控除証明書 

 年末調整や確定申告で所得控除を受けるために必要となる控除証明書が送られてくる時期です。 

 生命保険料や地震保険料を支払った方には保険会社から「保険料控除証明書」、国民年金保険料を支払っ

た方には日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」、ｉＤｅＣｏ（個人型確定拠出年

金）の掛金を支払った方（個人払込の加入者）には国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証

明書」が届きますので、大切に保管しておきましょう。 
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